
「木曽悠久の森」

平成27年度第１回管理委員会次第

平成27年6月19日 8:30～

木曽森林管理署 会議室

１ 開 会

２ 中部森林管理局長あいさつ

３ 議事

（１）管理委員会、専門部会の位置付け等

（２）平成27年度以降の取組工程等

（３）平成27年度の取組

（４）保護林制度の見直し

（５）取組区域内の平成27年度の事業予定

（６）その他

４ 閉 会



「木曽悠久の森」平成27年度第１回管理委員会

配付資料一覧

議事次第

管理委員会委員名簿

配席図

資料１ 管理委員会、専門部会の位置付け等（案）

資料２ 取組工程表（案）

資料３ 平成２７年度のスケジュール

資料４ 「木曽悠久の森」写真コンテスト

資料５ 「木曽悠久の森」現地見学会及びワークショップ

資料６ 保護林制度等の見直し検討

資料７ 取組区域の平成２７年度の事業予定

（参考資料）

参考１ 第３回管理委員会概要（公表）概要

参考２ 管理基本計画 －取組方針－

参考３ 管理委員会運営要領

参考４ 専門部会運営

参考５ 保護林制度等のあり方関する有識者会議報告
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「木曽悠久の森」管理委員会

委員名簿

所 属 等 氏 名

中津川市 市長 青山 節児

中日新聞社 論説委員 飯尾 歩

池田木材株式会社 代表取締役社長 池田 聡寿

信州大学農学部 教授 植木 達人

和歌山大学観光学部 教授 大浦 由美

鳥取大学農学部附属フィールドサイエンスセンター 大住 克博

教授

信州大学農学部 教授 岡野 哲郎

東京農業大学短期大学部 助教 下嶋 聖

国立研究開発法人森林総合研究所四国支所 杉田 久志

産学官連携推進調整監

上松町 町長 田上 正男

木曽官材市売協同組合 理事長 野村 弘

付知町まちづくり協議会 会長 早川 正人

信濃毎日新聞社 編集委員 増田 今雄

名古屋大学 名誉教授（岡山大学 理事・副学長） 山本 進一 座長

東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 山本 博一

公益財団法人日本自然保護協会 参事 横山 隆一

※学識者は五十音順



「木曽悠久の森」専門部会名簿

H27.4.1

専門部会名 氏 名 所 属 役 職

管 理 基 本 計 植木 達人 信州大学農学部 教授

画 策 定 専 門 大浦 由美 和歌山大学観光学部 教授

部会 岡野 哲郎 信州大学農学部 教授

大住 克博 鳥取大学農学部付属 教授

フィールドサイエンスセンター

下嶋 聖 東京農業大学短期大学部 助教

野村 弘 木曽官材市売協同組合 理事長

山本 博一 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

横山 隆一 公益財団法人日本自然保護協会 参事

植 生 管 理 専 岡野 哲郎 信州大学農学部 教授

門部会 大住 克博 鳥取大学農学部付属 教授

フィールドサイエンスセンター

杉田 久志 国立研究開発法人森林総合研究所 産学官連携推進

四国支所 調整監

山本 博一 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

横山 隆一 公益財団法人日本自然保護協会 参事

森 林 資 源 利 池田 聡寿 池田木材株式会社 代表取締役社長

用専門部会 植木 達人 信州大学農学部 教授

野村 弘 木曽官材市売協同組合 理事長

早川 正人 付知町まちづくり協議会 会長

山本 博一 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

横山 隆一 公益財団法人日本自然保護協会 参事

森林総合利用 青山 節児 中津川市 市長

・ 地 域 振 興 飯尾 歩 中日新聞社 論説委員

専門部会 植木 達人 信州大学農学部 教授

大浦 由美 和歌山大学観光学部 教授

下嶋 聖 東京農業大学短期大学部 助教

田上 正男 上松町 町長

増田 今雄 信濃毎日新聞社 編集委員

※ 必要に応じ、上記以外の委員も加わることができる。



平成27年6月19日（金） 8:30 ～

（管理委員会） 木曽森林管理署 会議室

計画課長

配席図

田上
た う え

正男
ま さ お

委員
い い ん

流域管理
指導官

(

国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
四
国

支
所
産
学
官
連
携
推
進
調
整
監

)

下
嶋

し
も
じ
ま

聖
ひ
じ
り

委
員

い
い
ん

(

東
京
農
業
大
学

助
教

)

大
住

お
お
す
み

克
博

か
つ
ひ
ろ

委
員

い
い
ん

飯
尾

い
い
お

歩
あ
ゆ
み

委
員

い
い
ん

企画官
(森林資源評価)

(上松町 町長)

杉
田

す
ぎ
た

久
志

ひ
さ
し

委
員

い
い
ん

局 長

野村
の む ら

弘
ひろし

委員
い い ん

経営計画官
(木曽官材市売協同組合 理事長)

計画保全部
長

生態系保全
係長

増田
ま す だ

今雄
い ま お

委員
い い ん

(信濃毎日新聞社 編集委員)

森林整備部
長(東京大学大学院 教授)

山本
や ま も と

進一
し ん い ち

委員
い い ん

(名古屋大学 名誉教授)

山本
や ま も と

博一
ひ ろ か ず

委員
い い ん

座 長

資源活用課長
((公財）日本自然保護協会 参事)

横山
よ こ や ま

隆一
り ゅ う い ち

委員
い い ん

(

和
歌
山
大
学

教
授

)

(

中
日
新
聞
社

論
説
委
員

)

(

鳥
取
大
学

教
授

)

大
浦

お
お
う
ら

由
美

ゆ
み

委
員

池
田

い
け
だ

聡
寿

そ
う
じ
ゅ

委
員

い
い
ん

(
(

株

)

池
田
木
材

代
表
取
締

役
社
長

）

木
曽
署
次
長

技術普及課長

出入口

木
曽
森
林
管
理
署
長

企
画
官

（
供
給
戦
略

）

木
曽
森
林
ふ
れ
あ
い

推
進
セ
ン
タ
ー

自
然
再
生
指
導
官

東
濃
署

総
括
森
林
整
備
官

東
濃
署

森
林
技
術
指
導
官

南
木
曽
支
署

主
任
森
林
整
備
官

木
曽
森
林
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
所
長

森
林
技
術
・
支
援
セ

ン
タ
ー
所
長

東
濃
森
林
管
理
署
長

南
木
曽
支
署
長

南
木
曽
支
署

総
括
森
林
整
備
官

木
曽
署

総
括
森
林
整
備
官

木
曽
署

主
任
森
林
整
備
官

木
曽
署

森
林
技
術
専
門
官

報道

傍聴席



資
料

１

管
理

委
員

会
、

専
門

部
会

等
の

役
割

分
担

（
案

）
（

H
2
6
第

２
回

管
理

基
本

計
画

策
定

専
門

部
会

資
料

４
を

修
正

）

管
理

専
門

部
会

協
力

団
体

等

項
目

委
員

会
管

理
基

本
植

生
管

理
森

林
資

森
林

総
合

利
用

局
署

等
大

学
、

地
元

N
P
O

計
画

策
定

源
利

用
・

地
域

振
興

研
究

機
関

等
協

力
者

１
管

理
基

本
計

画
の

作
成

(
1
)
管

理
基

本
計

画
の

策
定

○
○

◎

２
復

元
地

域
の

林
分

状
況

等
の

把
握

(
1
)
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
調

査
○

◎
○

○
○

○

(
2
)
実

験
林

・
試

験
地

○
○

◎
○

○

(
3
)
中

部
局

以
外

の
試

験
・

研
究

等
○

○
◎

○

３
管

理
委

員
会

で
取

り
扱

う
事

項
の

検
討

(
1
)
具

体
的

な
森

林
の

取
扱

い
方

法

①
人

工
林

の
天

然
林

化
に

関
す

る
こ

と
○

◎
○

○
○

②
木

曽
ヒ

ノ
キ

の
天

然
下

種
更

新
に

関
す

る
こ

と
○

◎
○

○

③
人

工
林

の
長

伐
期

施
業

に
関

す
る

こ
と

○
○

◎
○

○

(
2
)
個

別
に

検
討

を
要

す
る

事
項

①
特

殊
用

材
の

需
要

・
要

望
が

あ
っ

た
場

合
の

対
応

○
○

◎

②
属

地
的

に
検

討
を

要
す

る
箇

所
の

取
扱

方
法

・
赤

沢
自

然
休

養
林

等
レ

ク
森

に
関

す
る

こ
と

○
◎

○
○

・
そ

の
他

○
◎

③
未

立
木

地
等

の
取

扱
方

法
に

つ
い

て
○

○
◎

(
3
)
そ

の
他

必
要

な
事

項
の

検
討

①
復

元
区

域
内

で
実

施
し

て
い

る
事

業
の

留
意

点
○

○
◎

②
保

護
林

制
度

の
見

直
し

○
○

◎

③
実

行
体

制
○

◎
○

④
取

組
の

P
R

○
◎

○
○

◎
主

担
当



資
料
２

取
組
工

程
表

（
案
）

（
H2
6第

１
回
管
理
委
員
会
資
料
２

を
修
正
）

項
目

H２
６
年
度

H2
7年

度
H2
8
年
度

H2
9年

度
～

１
管
理

基
本

計
画
の
作

成
（
１
）
管

理
基

本
計

画
の

策
定

①
管
理

委
員

会
で

検
討

後
、

地
域

管
理

経
営

計
画

書
の

別
冊

と
し
て
位
置
づ
け

計
画
の
基
本
方
針
作
成

計
画

書
作

成
（

地
域

管
理

経
木
曽
谷
第
五
次
計
画
樹
立

木
曽
川
第
五
次
計
画
樹
立

②
復
元

地
域
が
属

す
る

木
曽

谷
・

木
曽

川
計

画
区

の
地

域
管

理
経
営
計
画
等

の
変
更
が
必
要

営
計
画
書
別
冊
、
計
画
変
更
）

２
復
元

地
域
の
林

分
状

況
等

の
把

握
（

区
域
全

体
の
超
長

期
に

わ
た
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と

森
林
の
取
扱
い

方
法
の
評
価
、
改
善
）

（
１
）
こ

れ
ま

で
の
調
査

・
試

験
結

果
の

整
理

①
中

部
局

及
び

林
野

庁
で

実
施
し

て
い

る
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
調
査
地

点
（
3
8地

点
）
、
実
験
林

・
試
験
地

（
2
1
箇
所

）
調

査
結

果
等
の
整

理
整
理
・
分
析

②
中
部

局
以

外
が

実
施

し
て

い
る

試
験

・
研

究
等

の
情

報
整

理

（
２
）
調

査
・
試
験

結
果

の
整

理
を

踏
ま

え
た

対
応

①
長
期
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

地
点

、
調

査
内

容
、

評
価

指
標

の
検
討

内
容
の
検
討

、
予
算
の
検
討

新
た

な
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

等
の

ス
タ

ー
ト

②
試
験
、
研

究
デ

ー
タ

の
集

積
・

保
管

集
積
・
保
管
場
所
等

の
検
討

集
積
・
保
管

３
管
理

委
員

会
で

取
り

扱
う

事
項

の
検

討
（
１
）
具

体
的
な
森

林
の

取
扱

い
方

法
①

人
工

林
の

天
然

林
化

に
関

す
る

こ
と

（
特

に
コ

ア
a
、
コ

ア
b）

・
当

面
は

間
伐

を
実

施
す

る
林

分
が
大
半

で
あ

る
木
曽
谷
・
木
曽
川
施
業
実
施
計
画
等

へ
の
位
置
づ
け
検
討

木
曽

谷
第

五
次

計
画

見
直

木
曽
川
第
五
次
計
画
見
直

・
核

心
地

域
内
の
カ

ラ
マ

ツ
の

取
扱

い
し
検
討

し
検
討

・
保

安
林

制
度

上
の

扱
い

②
木
曽
ヒ
ノ

キ
の

天
然

下
種

更
新

に
関
す
る

こ
と

（
特

に
バ

ッ
フ
ァ
ー

）
・
三

浦
実

験
林
、
助

六
実

験
林

を
は

じ
め

天
然

更
新

試
験

地
等

の
成
果
を
踏
ま
え
検
討

実
験

林
等

の
調

査
及

び
成

果
取

り
ま

三
浦

実
験

林
5
0
年

誌
発

行
予

成
果
を
木
曽
谷
・
木
曽
川

施
業
実
施
計
画

に
反
映

③
人
工

林
の

長
伐

期
施

業
に

関
す

る
こ

と
（

特
に

バ
ッ

フ
ァ

ー
）

と
め
（
別
途
検
討
）

定
（
中
部
局

）
・
高

齢
級
の
収

穫
予

想
表

の
作

成
を
検
討

（
3
1齢

級
（
1
51
年
生
）
以
上

の
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ

）
・
高

齢
級

林
材
の
質

的
評

価
（

天
然

林
材

に
近

い
も

の
と

な
る

等
に
つ
い
て
）

高
齢

級
収

穫
表

作
成

の
検

討
（

別
途

検
討
）

（
２
）
個

別
に
検
討

を
要

す
る

事
項

①
特
殊

用
材
の
需

要
・

要
望

が
あ

っ
た

場
合

の
対

応
に

つ
い

て
（

特
に
コ
ア

a、
コ
ア
b）

手
順
等
の
整
理

（
具

体
的

案
件

が
あ

っ
た

場
第
6
3回

伊
勢
神
宮
式
年
遷

・
歴

史
的

建
造

物
等

に
必

要
な

材
の
内
容

、
要

望
が

あ
っ

た
場
合
の

検
討
手
順
等
に
つ
い
て
整
理

合
に
個
別
に

対
応
）

宮
(
H4
5)
の
御
杣
始
祭
(H

・
歴

史
的

建
造

物
等

に
必

要
な

材
の
需
要

者
側

と
供

給
者

側
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の

仕
組
み
等
に
つ
い
て

検
討

37
)
外
事
前
取
組
が
あ
る

②
属
地

的
に

検
討

を
要

す
る

箇
所

の
取

扱
方

法
に

つ
い

て
（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
関
係
な
く
該
当
す
る
箇
所
）

・
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
の

森
、

協
定

の
森

等
当
面
検
討

す
べ
き
対
象
の
選
定

・
取
り
扱

い
方

法
の

検
討

（
個
別
に
検
討

）
③

未
立

木
地

等
の

取
扱

方
法

に
つ

い
て

（
ゾ

ー
ニ

ン
グ

関
係

な
く

該
当

す
る
箇
所

）
・
未

立
木

地
の

取
扱

い
方

法
の

検
討

（
３
）
そ

の
他

必
要
な
事

項
の

検
討

①
復
元

区
域

内
で

実
施

し
て

い
る

森
林

整
備

、
林

道
、

治
山

事
業

の
留
意
点

・
各
事
業
実
行
上
の
留
意

点
整
理

管
理
基
本
計
画
ス
タ
ー
ト
に

あ
わ
せ
て
取
組
を
実
施

・
復

元
地

域
か

ら
の

種
子

採
取

、
苗

木
（
挿
し
穂
）

等
の
取
組

ス
タ
ー
ト

管
理

委
員

会
の
運
営

・
管
理

委
員

会
は

定
期

的
に

、
原

則
と

し
て

木
曽

地
方

で
開

催
。
個
別
専
門
的
な
事
項
等
に
つ
い
て
専
門
部
会
の
設
置

が
で
き

管
理
委
員
会
（

H2
6は

3回
予
定
）

る
・

H
2
6
は
、

管
理

基
本

計
画
を

検
討

す
る
専

門
部

会
を

設
置

。
管
理
基

本
計
画
専
門
部
会

は
計
画
策

定
後

、
具
体
的

な
内
容

を
基
本
計
画
検
討
専
門
部
会

検
討

す
る
専
門

部
会

へ
と

展
開

す
る

植
生
管
理
等
の
専
門
部
会

３
専
門
部
会
ス
タ
ー
ト

重
点

取
組

管
理
基
本
計
画

の
策
定

専
門

部
会

の
具

体
的

検
討

の
同
左

ス
タ
ー
ト

保
護

林
の

あ
り
方
検

討
（

林
野

庁
）

保
護
林
制
度
等

に
関
す
る

検
討
会

新
た
な
制
度
の

ス
タ
ー
ト



資
料

３
平
成

2
7
年
度

の
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

（
案

）
（

H
2

7.
3

.1
1
第

３
回

管
理

委
員

会
資

料
２

を
修

正
）

項
目

第
１

四
半

期
（

4～
6月

）
第

２
四

半
期

（
7
～

9
月

）
第

３
四

半
期

（
1
0
～

1
2
月

）
第

４
四

半
期

（
１

～
3
月

）

森
林

計
画

経
常
樹

立
計

画
の

検
討

森
林

計
画

公
告

縦
覧

(
12

月
中

旬
）

森
林

計
画

検
討

会
(
2
月

）
変

更
計

画
木

曽
谷

・
木

曽
川

計
画

区

保
護

林
の

設
定

保
護

林
制

度
の

見
直

し
を

受
け

て
検

討
を

開
始

保
護

林
区

域
等

確
定

森
林

計
画

を
変

更
し

保
護

林
の

見
直

し

木
曽

悠
久

の
森

・
管

理
基

本
計

画
管

理
基

本
計

画
確

定

取
り

組
み

森
林
計

画
地

元
懇

談
会

地
元

懇
談

会
で

の
説

明
（

木
曽

谷
10

月
）

大
学
等

の
現

地
見

学
会

現
地

見
学

会
（

８
月

）
写

真
コ

ン
テ

ス
ト

写
真

コ
ン

テ
ス

ト
募

集
（

5/
1
～

8
/
24

）
写

真
コ

ン
テ

ス
ト

発
表

（
9
/
1
9）

試
験
等

の
デ

ー
タ

集
積

モ
ニ
タ

リ
ン

グ

管
理

委
員

会
第

１
回

、
木

曽
署

(
6
/

18
～

19
)

第
２

回
、

長
野

市
（

11
月

）
・

H
27

度
事

業
予
定

・
管

理
基

本
計

画
（

案
）

・
H

27
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

(木
曽

悠
久

の
森

の
み

保
護

林
設

定
・

専
門

部
会

の
進

め
方

等
委

員
会

を
兼

ね
る

こ
と

を
検

討
)

基
本

計
画

策
定

専
門

部
会

第
１

回
、

木
曽

署
（

9
月

）
第

２
回

、
長

野
市

（
10

月
）

・
保

護
林

制
度

改
正

を
踏

ま
え

た
検

討
・

保
護

林
制

度
改

正
を

踏
ま

え
た

案
の

取
り

ま
と

め

植
生

管
理

専
門

部
会

第
１

回
（

6
/

19
）

現
地

見
学

会
（

8/
1
9
～

~
21

）
第

２
回

、
長

野
市

（
11

月
）

・
現

地
見

学
会

（
ウ

グ
イ

川
流

域
）

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

試
験

研
究

等
・

今
後

の
進

め
方

森
林

資
源

利
用

専
門

部
会

第
１

回
（

6
/

19
）

第
２

回
・

現
地

見
学

会
（

阿
寺

流
域

）
必

要
に

応
じ

実
施

・
今

後
の

進
め

方

森
林

総
合

利
用

・
地

域
振

興
専

門
第

１
回

（
6
/

19
）

第
２

回
、

木
曽

町
（

9/
1

9）
部

会
・

現
地

見
学

会
（

赤
沢

自
然

休
養

林
）

・
写

真
コ

ン
テ

ス
ト

結
果

と
活

用
・

今
後

の
進

め
方

・
取

組
の

Ｐ
Ｒ



「木曽悠久の森」
写真コンテスト

木曽地方（長野県木曽郡と岐阜県裏木曽地
域）のヒノキ、サワラ等の木曽五木を含む温帯
性針葉樹林は、世界的にも希少で貴重な存在と
なっています。

中部森林管理局では、この地域を「森林生
物多様性復元地域」（愛称：「木曽悠久の森」）
と設定して、この貴重な森林資源の保存・復元
を図るための取り組みを開始しました。

古くは築城や神社・仏閣の用材に使用さ
れ、最近では森林浴やキャンプでも楽しまれる
など、人との関わりの中で息づいてきた「木曽
悠久の森」を多くの人に知っていただき、訪れ
てもらいたい。そんな思いを込めて 写真コン
テストを行うことにしました。

応募写真は、この貴重な森林資源と豊かな
森林生態系からもたらされるさまざまな恩恵を
未来に引き継いでいく「木曽悠久の森」を広く
発信していくために活用させていただきます。

すばらしい四季折々の森林景観、そこに息
づく野生動植物など被写体は盛り沢山です。多
くの皆様からの応募をお待ちしております。

◆ 名 称 「木曽悠久の森」写真コンテスト

◆ 募 集 期 間 平成２７年５月１日（金）～８月２１日（金）（必着）

◆ 撮影対象場所 「木曽悠久の森」区域内（添付図面を参照ください）

◆ 撮影のご連絡 万が一の事故があった場合等のため、入林の前々日までに、入

林月日、入林予定箇所、入林者氏名（全員）、代表者の住所・連絡

先を下記に郵送又はファックスでご連絡ください。（赤沢自然休養林、

付知峡自然休養林、阿寺渓谷砂小屋キャンプ場を除く）

連絡先：中部森林管理局計画課（「木曽悠久の森」写真ｺﾝﾃｽﾄ担当宛）

〒380-8575 長野県長野市大字栗田 715-5

TEL 026-236-2613 FAX 026-236-2578

主 催 林野庁中部森林管理局

共 催 木曽観光連盟、上松町観光協会、王滝観光協会総合事務所、

大桑村観光協会、一般社団法人中津川観光協会、

やさか観光協会、株式会社付知町観光協会

後 援 長野県、岐阜県、木曽広域連合、中津川市

A1564508
テキストボックス
資料４



◆ 募集要領

◈ 写真のプリント（サイズ Ａ４、四つ切り、ワイド四つ）

◈ 未発表写真であること（平成２５年４月１日以降に撮影した作品）

◈ 応募数 １人３点まで

◈ 送付先 〒380-8575 長野市大字栗田 715－5 中部森林管理局計画課

◈ 応募方法 応募票に記入して、写真の裏に貼り付けて応募下さい。

コンテストの実施に伴い取得した個人情報は、主催者が行う応募者ご

本人へのご連絡等、本コンテストの実施に必要な範囲内で利用し、他

の目的には使用いたしません。

◈ 入賞・入選作品の使用権

入賞・入選作品の使用権は主催者（中部森林管理局）に属します。

また、作品は展示用にプリントしますので、データ又は原板を提出

していただきます。作品は返却いたしません。

◈ 選外作品の返却

応募作品は返却いたしません。ただし、応募票に返却希望を「有」

とされた方には着払いで返送いたします。宛先を明記した返信用封

筒等を同封してください。応募作品の取り扱いには十分注意します

が、汚れ、破損等、万一の事故に対する責任は負いかねますのでご

承知願います。

◈ 審 査 主催者、後援者が選定した者

◈ 発 表 応募者全員に通知、中部森林管理局のＨＰに掲載

◈ 賞 最優秀賞１点（１万円相当の地域利用券等）、優秀賞４点（５千円相

当の地域利用券等）、入選１０点（１５００円相当の地域利用券等）

◈ 表彰式 平成２７年９月１９日(土)１５時頃から 木曽文化公園・文化ホール

（長野県木曽郡木曽町日義 4898-37）（予定）

◈ 肖像権 肖像権に関わる問題が生じた場合は、応募者の責任とします。

◈ 問合せ 中部森林管理局計画課（木曽悠久の森写真ｺﾝﾃｽﾄ）TEL026-236-2613

＜撮影時の留意事項＞

◇ 撮影対象区域内の林道は木材運搬や工事関係など多くの車両が通行します。

－ 林道走行時は対向車に注意し、撮影中も通行車両に気をつけてください。

－ 撮影のために車両が入れるのは林道ゲート手前までです。

－ 林道やゲート付近は、奥で作業する大型木材運搬車等が通行しますので、

車両は標識で決められた場所に駐車してください（待避所やゲート周辺の

スペースなどには駐車しないでください）。

◇ 火気の使用は厳禁、決められた場所以外での幕営も禁止です。

◇ 渓流付近で撮影される場合をはじめ、雷雨・局地的な豪雨等の気象情報の確

認や野生動物に注意し、歩行時は足下の安全確保を行ってください。

◇ 撮影に関連する事故につきましては、主催者として責任は負いかねますので

自己責任でお願いします。



応募票（必要事項を記入し応募写真の裏に貼って下さい）

平成２７年 月 日

タイトル

住 所 〒

ふりがな 年齢 才

氏 名

連 絡 先 TEL

FAX

e-mail

撮影場所 図に大体の位置に○をして提出でも可能です。

撮影年月日

返却希望 有 ・ 無 どちらかに○をして下さい。

表彰式出欠 表彰式を９月１９日（土）に長野県木曽郡木曽町で予定しています。

入賞された場合の出欠の有無をご記入下さい。

出 ・ 欠 どちらかに○をして下さい。

メッセージ

撮影場所の問合せは①～④、宿泊等の周辺観光情報は⑥～⑫まで

①中部森林管理局計画課：長野県長野市大字栗田 715-5 TEL 026-236-2613

FAX 026-236-2578

②木曽森林管理署：長野県木曽郡上松町正島1-4 TEL 0264-52-2083

③南木曽支署：長野県木曽郡南木曽町読書 3650-2 TEL 0264-57-2400

④東濃森林管理署：岐阜県中津川市付知町 8577-4 TEL 0573-82-2108

⑤木曽森林ふれあい推進センター：長野県木曽郡木曽町福島1250-7 TEL 0264-22-2122

⑥木曽観光連盟：長野県木曽郡木曽町日義 4898-37 TEL 0264-23-1122

⑦上松町観光協会：長野県木曽郡上松町上松 159-3 TEL 0264-52-1133

⑧王滝観光総合事務所：長野県木曽郡王滝村 2758-1 TEL 0264-48-2257

⑨大桑村観光協会：長野県木曽郡大桑村長野 2778 TEL 0264-55-4566

⑩一般社団法人中津川観光協会：岐阜県中津川市栄町 1-1 にぎわいプラザ１ F

TEL 0573-66-5544

⑪やさか観光協会：岐阜県中津川市坂下 1665-5（中津川市坂下総合事務所内）

TEL 0573-75-2111

⑫株式会社付知町観光協会：中津川市付知町 8581-1 TEL 0573-82-4737



「木曽悠久の森」の現地見学会及びワークショップ
中部森林管理局では、世界的に希少で貴重といわれている「木曽地方の温帯性針葉樹林」を保存・復元していこうと、

木曽地方（長野県木曽郡と岐阜県の裏木曽）の中心部に１万haを超える「木曽悠久の森」を新設しました。そして、平成
２５年度から山本進一岡山大学理事・副学長を座長とする検討委員会を開催しながら、具体的な管理方法の検討を始め
ています。超長期にわたる順応的管理を必要とするこの取組を進めるためには、モニタリング調査や各種試験研究の実
施が不可欠であり、この点について研究者の皆様のサポートを強く期待します。

今回、全国の大学や研究機関等の皆様に、この新しい取組と木曽の森林の研究フィールドとしての価値を知っていただ
くために、今まであまり知られてこなかった木曽地方の最深部に位置する「木曽悠久の森」の見学会を企画しました。現地
見学、ワークショップ、意見交換会を通じて「木曽悠久の森」での研究の可能性をご検討いただければ幸いです。
（見学箇所、講義は、予定であり変更もあり得ます）

１ 時 期 平成２７年８月１９日（水）～８月２１日（金）
２ 募集対象 全国の大学の研究者（院生含む）、森林総研等の研究機関の研究者等
３ 募集人員 ３０名程度

1

３ 募集人員 ３０名程度
４ 見学箇所 （別添の位置図）

長野県木曽郡上松町・王滝村、岐阜県中津川市
天然ヒノキ等の保護林、天然更新試験地、赤沢自然休養林等

５ 講義・意見交換
「温帯性針葉樹についての認識と保全の必要性」 岡山大学 理事・副学長 山本進一
「木曽悠久の森の試験研究成果等」 森林総研四国支所 杉田久志産学官連携推進調整監 等

６ その他
移動は主催者で準備しますが、宿泊・食事代は各人の支払いとなります。
集合場所：東濃森林管理署（岐阜県中津川市付知町 8577-4）

車でお越しの方は、現地見学後に解散場所（木曽森林管理署）まで移動。
解散場所：木曽森林管理署（長野県木曽郡上松町正島町 1-4）
宿泊場所：２泊とも長野県木曽郡内の予定です。

７ 主 催 中部森林管理局（計画課・木曽森林ふれあい推進センター）
８ 申込み及び問合せ（中部森林管理局ＨＰ掲載 http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/keikaku/ontaisei/h27-torikumi.html）
申込みについては、４月６日（月）から、別紙様式でＦＡＸ又は郵送で受付を開始し、３０名になり次第締切とします。
計画課（清水）TEL  026-236-2613、FAX 026-236-2578、〒380-8575 長野市大字栗田715-5 中部森林管理局計画課

2
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温帯性針葉樹林は、第四紀以降（２６０万年前～）世界的に分布していたといわれていますが、資源
としての有用性が高かったため文明の発達とともに衰退し、今では、木曽地方のヒノキ、サワラ等の木
曽五木を含む温帯性針葉樹林は、世界的に見ても貴重な存在となっています。

中部森林管理局では、この貴重な森林資源を保存・復元しながら永続的に利用していくための取組
を開始し、その地域を「森林生物多様性復元地域」として愛称を「木曽悠久の森」としました。

「木曽悠久の森（森林生物多様性復元地域）」について

温帯性針葉樹林が大部分を占め、
厳格に保存する地域

イメージ

取組の区域は、長野県木
曽郡（上松町、王滝村、
大桑村）と岐阜県中津川
市のそれぞれの国有林の
一部です

核心地域（コアa） 3，908ha

厳格に保存する地域

温帯性針葉樹林の多くが人工
林に転換され、天然林に誘導
する地域

核心地域の緩衝地域としての
機能を持たせる地域

緩衝地域

核心地域（コアb）

区域全体
16,579ha

7，163ha

5，508ha

取組区域と地域区分

長野県

富山県

岐阜県

温帯性針葉樹林（木曽ヒノキ林）

赤沢自然休養林

岐阜県

愛知県付知峡自然休養林

取組区域は、木曽ヒノキがまとまって分布するエリアをつなぐ形で、長野県上松町、王滝村、大桑村、
岐阜県中津川市に至る地域に設定されており、その面積はナゴヤドーム約3,500個分の16,579haに及び
ます。

区域内には、森林浴発祥の地として知られる「赤沢自然休養林」や優れた渓谷美でキャンプや自然観
察で知られる「付知峡自然休養林」も含まれ、広く国民の皆様にも利用されている地域です。

中部森林管理局では、平成２６年度から、有識者等による管理委員会を設置して、この取組区域にお
ける具体的な森林の取扱い等について検討を進めています。
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保護林制度等の見直しの検討状況

林野庁で開催された「保護林制度等に関する有識者会議」では、本年３月に報告書が取りま

とめられ、(1)保護林区分の再構築に関すること、(2)復元の考え方の導入、(3)管理体制の再構

築に向けた取組等について、新たな考え方が示されたところ。

今後、検討会の報告を踏まえ、保護林制度に関する長官通達の改正が行われる見込みであ

るが、「木曽悠久の森」の検討に影響を与える事項の抜粋は以下のとおり。

(1) 保護林区分の再構築

平成元年の保護林制度改正により、保護林は7区分となった。この中には、森林生態系保護

地域と森林生物遺伝資源保存林のように、面積規模や管理手法が似ているため、互いの違い

が分かりにくいものや、郷土の森など、多様な国有林管理が行われるようになってきたため、保

護林としての存在意義が薄れつつあるものも含まれる。また、大規模な植物群落保護林や特

定地理等保護林を森林生態系保護地域の代替として機能させている事例があることなど、保

護林の区分および実際の設定箇所や管理手法が必ずしも適切でない場合もある。さらに、小さ

くとも地域特有の森林生態系（ローカルホットスポット）の保全、持続性に問題のある危機的な

個体群
※1
の保全など、保護林に対する新たな課題への対応が求められるようになってきた。

このような様々な課題に対応できる保護林制度とするため、保護林区分は、森林生態系や個

体群の持続性に着目した、分かりやすく効果的な区分に再構築することが望ましい。具体的に

は、①我が国の気候帯を代表する原生的な森林、②地域固有の森林生態系を有する森林、③

希少な野生生物の生育・生息に必要となる森林、に区分することが考えられる。

[現在の保護林] [新たな保護林]

①森林生態系保護地域 ①我が国の気候帯を代表する原生的な森林

②森林生物遺伝資源保存林

③林木遺伝資源保存林 ②地域固有の森林生態系を有する森林

④植物群落保護林

⑤特定動物生息地保護林 ③希少な野生生物の生育・生息に必要となる森林

⑥特定地理等保護林

⑦郷土の森
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(2) 復元の考え方の導入

現在の保護林の管理は、貴重な森林生態系に対し人為を加えず自然の推移に委ねる「保存

（Preservation）」や、現状を維持する「保護（Protection）」を原則としており、失われた森林生態

系を「復元（Restoration）」することは想定していない。しかし、保護林の中には、人為の影響を

受けて成立した森林、また、孤立化等のため、自立的復元力を失った森林も存在する。これら

実態を踏まえ、保護林制度に復元の考え方を導入し、保護林管理における質の向上に取り組

むことが望ましい。

復元に当たっては、目標林型を明確にし、復元プロセスを科学的知見に基づき進める必要が

ある。復元の技術的手法を模索しながら取り組む必要があるため、専門家の意見を踏まえつ

つ、復元に取り組む者や利害関係者を中心とする地域関係者による丁寧な合意形成が求めら

れる。

また復元は、天然更新を通じて行われることが基本であるため、保護林として指定する地域

内に種子の供給源となる天然林がまとまって存在しており、復元を進めて行くべき森林とひとま

とまりの保護林として管理することが望ましい。

復元の考え方を導入する保護林の対象としては、世界的な価値を有し、本来の森林生態系と

しての持続が困難となっている温帯性針葉樹林を最優先とすべきである。木曽ヒノキ等の温帯性

針葉樹林は分布が局限されており、世界的な価値を有する一方で、伝統的建築物などの素材と

して古くから利用されてきた結果、樹種構成などが本来のものから変化していると考えられてい

る。近年の温帯性針葉樹林に対する国民の関心の高まりを背景に、中部森林管理局では、平成

25年度から、積極的な人為を加えつつ元の森林生態系に復元する箇所を包含した保護地域の検

討を行っている。

→復元の考え方の導入に合わせ、地帯区分の考え方が導入される見込み。

種子の供給源となるまとまった天然林を中心に（核心地域＝保存地域）、その周辺に復元を

図る区域を設定。

(3) 管理体制の再構築に向けた取組

森林管理局が保護林の設定及び管理を行うに当たり、複雑化している各種委員会を整理・

統合しつつ、すべての保護林を対象に、自然環境に関する専門家や地域関係者による委員会

を設置し意見を聞くなど、管理体制を再構築することが望ましい。

○○森林生態系保護地域設定委員会

◎◎の森管理委員会

△△緑の回廊設定委員会 ⇒ ○○森林管理局保護林管理委員会

□□保護林モニタリング委員会

※※希少種委員会
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